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Ⅰ
地
方
分
権
改
革
の
進
め
方

１
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１
骨
太
方
針
で
分
権
改
革
の
基
本
方
針
を
示
し
、
着
実
に
実
行
。

（
１
）

地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
は
、
第
１
次
安
倍
政
権
が
設
置
し
た
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

の
勧
告
、
地
方
六
団
体
の
提
言
な
ど
に
よ
り
主
要
論
点
は
明
確
。

（
２
）

安
倍

総
理

を
本

部
長

と
す
る
地

方
分

権
改

革
推

進
本

部
が
設

置
さ
れ
、
推

進
体

制
が
構

築
。

現
状
と
課
題

目
標

（
１
）

政
治
主
導
で
地
方
分
権
改
革
を
進
め
る
た
め
、
骨

太
方

針
2
0
1
3
に
お
い
て
、
分

権
改

革
の

基
本

方
針

を
決
定
。

（
２
）

骨
太
方
針
決
定
前
に
有
識
者
会
議
で
「
基
本
的
な
考
え
方
」
を
ま
と
め
、
骨
太
方
針
に
反
映
。

実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
で
決
定
し
、
着
実
に
推
進
。

（
３
）

地
方

分
権

改
革

に
限

ら
ず
、
国

と
地

方
の
連

携
体

制
を
強

化
す
る
た
め
、
「
国

と
地

方
の
協

議
の
場
」
に
行
政
課
題
別
の
分
科
会
を
設
置
し
、
協
力
関
係
を
構
築
。

２
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【参
考
】地

方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
勧
告
を
受
け
た
取
組
と
「当

面
の
目
標
」

国
と
地
方
の
協
議
の
場
の

法
制

化
（3
次
勧
告
））

義
務

付
け
・
枠
付
け
見
直
し

（
2.
3次

勧
告
）

対
象

：
4,
07
6条

項
）

基
礎

自
治
体
へ
の
権
限
移
譲

（
1次

勧
告
））

出
先

機
関
改
革
（2
次
勧
告
）

・
11
6事

務
見
直
し

・
ブ
ロ
ッ
ク
機
関
組
織
統
合

教
育

委
員
会
選
択
制

（
3次

勧
告
）

法
制

化
実
現
（
H
23
）

協
議

の
場
の
定
期
開
催
）

４
次

に
わ
た
る
見
直
し

（
１
～
新
３
次
一
括
法
）

約
9
0
0
条
項
を
見
直
し

２
次

に
わ
た
る
見
直
し

（
２
～
新
３
次
一
括
法
）

ブ
ロ
ッ
ク
移
管
法
案

H
W
特

区
・
一
体
的
取
組
実
施

事
務

権
限
移
譲
進
ま
ず

第
２
次
安
倍
内
閣
の
下
、

教
育

委
員
会
改
革
本
格
化

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
勧
告

勧
告
以
降
の
取
組

行
政

課
題
別
分
科
会
設
置
）

保
育

・
介
護
・農

転
な
ど

長
年

に
わ
た
り
地
方
か
ら

要
望

が
強
い
項
目
の
見
直
し

個
別

事
務
権
限
移
譲
な
ど
を

着
実

に
推
進

ブ
ロ
ッ
ク
機
関
の
分
権
化
を
推

進

選
択

制
導
入

当
面
の
目
標

一
定
量
の
見
直
し
は
実
現

「
質

の
高
い
」
見
直
し
を
実
現

基
礎

自
治
体
の
意
向
・

規
模

を
踏
ま
え
た
取
組

３
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２
権
限
移
譲
な
ど
制
度
改
正
を
着
実
に
推
進
。
一
方
、
特
区
制
度
の
深
掘
り
も
実
行
。

（
１
）

分
権

改
革

は
、
各

分
野

の
法

制
度

の
改

正
を
伴

う
作

業
で
あ
り
、
各

府
省

と
の
調

整
が
必

要
。

（
２
）

現
在

の
構

造
改

革
特

区
・
総

合
特

区
は
、
採

用
可

否
が
省

庁
に
委

ね
ら
れ
て
お
り
、
自

治
体

の
期
待
・
意
欲
が
減
退

。
制

度
の
抜

本
見

直
し
が
急

務
。

現
状
と
課
題

目
標

（
１
）

政
治

の
強

い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下

、
地

方
分

権
改

革
は
義

務
付

け
・
枠

付
け
の
見

直
し
、

国
か
ら
地

方
へ
の
権

限
移

譲
な
ど
確

立
し
た
制

度
改

正
と
し
て
進

め
る
こ
と
が
重

要
。

（
２
）

一
方

、
地

方
分

権
改

革
を
進

め
る
た
め
、
地

域
特

有
の
課

題
に
対

し
、
全

国
的

な
制

度
改

正
の
時
間
的
余
裕
が
な
い
も
の
等
は
、
特
区
を
活
用
。

⇒
各

府
省

は
「
制
度
改
正
か
ら
逃
げ
な
い
、
特
区
に
逃
げ
込
ま
な
い
」

⇒
特
区
を
隠
れ
蓑
に
し
、
地
方
分
権
改
革
全
体
が
進
ま
な
い
こ
と
に
し
な
い

（
３
）

特
区
を
活
用
す
る
際
に
は
、
特
区
制
度
の
深
堀
り
・
抜
本
的
な
見
直
し
を
同
時
に
実
施
。

①
「
他
の
地
域
に
明
白
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
判
断
さ
れ
な
い
限
り
は
、
原
則
認
め
る
」
こ
と
を
、

事
前

に
明

確
に
す
る
「
ス
ー
パ
ー
総

合
特

区
（
仮

称
）
」
の
創

設
②
「
事
前
チ
ェ
ッ
ク
型
」
の
特
区
か
ら
「
事
後
チ
ェ
ッ
ク
型
」
の
特
区

に
、
発
想
を
大
転
換

４
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Ⅱ
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
、

国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
の
う
ち
、
未
実
現
の
分
野

５
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１
地
域
に
応
じ
た
子
育
て
支
援
を
充
実
し
、
女
性
の
就
労
支
援
、
経
済
成
長
へ
。

（
１
）

保
育

所
設

置
基

準
は
、
条

例
委

任
さ
れ
て
い
る
が
、
人

員
・
面

積
基

準
に
つ
い
て
は
、
条

例

内
容

は
、
国

基
準

を
下

回
る
こ
と
は
で
き
ず
（
「
従

う
べ
き
基

準
」
）
、
事

実
上

、
国

が
決

定

（
２
）

特
区

申
請

し
て
も
、
国

基
準

の
堅

持
を
理

由
に
拒

否
、
自

治
体

・
民

間
の
創

意
工

夫
が
発

揮

で
き
な
い
。

現
状
と
課
題

目
標

保
育
所
設
置
基
準
を
完
全
に
条
例
委
任
し
、
自
治
体
・
民
間
の
創
意
工
夫
を
発
揮
す
る
仕
組
み
に

※
事

例
は
、
自

治
体
か
ら
特

区
提

案
さ
れ
て
い
る
が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
も
の

【
事
例
】
公
立
保
育
所
で
は
調
理
事
務
の
外
部
委
託
が
可
能
だ
が
、
民
間
保
育
所
で
は
で
き
ず
、
創
意
工
夫
を
阻
害
。

【
事
例
】
乳
児
保
育
に
お
い
て
、
看
護
師
は
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
が
、
准
看
護
師
は
み
な
さ
れ
ず
、
雇
用
創
出
を
阻
害
。

効
果

（
１
）

保
育

す
る
側

と
、
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
側

の
双

方
が
働

け
る
仕

組
み
で
、
子

育
て
支

援
充

実
（
２
）

女
性

の
就

労
促

進
に
よ
る
Ｍ
字

カ
ー
ブ
解

消
、
人

員
基

準
を
自

治
体

が
決

め
る
こ
と
で
新

た
な
雇
用
を
創
出
し
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
合
計
特
殊
出
生
率
押
し
上
げ

（
３
）

国
民

が
社

会
保

障
の
充

実
を
実

感
で
き
、
く
ら
し
へ
の
安

心
感

が
増

す

６

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し



出
典
：
全
国
知
事
会
「
女
性
の
活
躍
の
場
の
拡
大
に
よ
る
経

済
活
性

化
の
た
め
の
提

言
」
よ
り

約
3
1
6
万
人
の
女
性
が
就
労

約
5
5
万
人
の

女
性
が
就
労

約
5
6
7
万
人
の
女
性
が
就
労

20

М
字
解
消
の
イ
メ
ー
ジ

子
育
て
支
援
の
充
実
に
よ
る
経
済
成
長
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２
増
大
す
る
介
護
需
要
に
対
応
で
き
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
作
り
、
国
民
に
安
心
を
。

（
１
）

介
護

施
設

の
基

準
は
、
条

例
委

任
さ
れ
て
い
る
が
、
人

員
・
面

積
基

準
に
つ
い
て
は
、
条

例

内
容

は
、
国

基
準

を
下

回
る
こ
と
は
で
き
ず
（
「
従

う
べ
き
基

準
」
）
、
事

実
上

、
国

が
決

定

（
２
）

特
区

申
請

し
て
も
、
国

基
準

の
堅

持
を
理

由
に
拒

否
、
自

治
体

・
民

間
の
創

意
工

夫
が
発

揮

で
き
な
い
。

現
状
と
課
題

目
標

介
護

施
設

設
置

基
準

を
完

全
に
条

例
委

任
し
、
自

治
体

・
民

間
の
創

意
工

夫
を
発

揮
す
る
仕

組
み
に

※
事

例
は
、
自

治
体
か
ら
特

区
提

案
さ
れ
て
い
る
が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
も
の

【
事

例
】
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
介

護
福
祉

士
候
補
者

や
意

欲
あ
る
介

護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
基

準
人
員

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ず

、
評

価
さ
れ
ず

、
マ
ン
パ
ワ
ー

を
活

か
す

こ
と
が
で
き
な
い

【
事
例
】
介
護
保
険
施
設
と
障
害
福
祉
施
設
の
「
共
用
」
は
困
難
で
あ
り
、
縦
割
り
の
施
設
整
備
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

効
果

（
１
）

増
大

す
る
介

護
需

要
に
対

応
で
き
る
マ
ン
パ
ワ
ー
を
確

保
し
や
す
く
な
り
、
雇

用
創

出
（
２
）

硬
直
し
た
基
準
を
現
場
判
断
に
す
る
こ
と
で
、
現
場
の
創
意
工
夫
を
発
揮
し
や
す
く
し
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
向

上
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促

進

８

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
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３
農
地
転
用
等
土
地
利
用
規
制
を
自
治
体
が
判
断
し
、
民
間
投
資
を
誘
発
。

（
１
）

土
地

利
用

法
制

（
農

地
法

、
農

振
法

、
都

市
計

画
法

等
）
と
所

管
省

庁
（
農

水
省

、
国

交
省

）

は
、
法

制
・
所

管
と
も
に
縦

割
り
。
農

転
基

準
は
厳

格
、
国

と
の
協

議
に
時

間
が
か
か
る
。

（
２
）

「
硬
直
的
」
「
国
・
地
方
双
方
に
高
コ
ス
ト
」
な
仕
組
み
で
、
経
済
状
況
に
対
応
で
き
な
い
。

現
状
と
課
題

目
標

（
１
）

土
地

利
用

規
制

を
自

治
体

へ
権

限
移

譲
し
、
義

務
付

け
を
廃

止
、

「
機
動
的
」
「
国
・
地
方
双
方
に
低
コ
ス
ト
」
な
仕
組
み
を
構
築
。

（
２
）

強
い
農
業
を
目
指
し
、
多
様
な
農
業
を
踏
ま
え
た
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
食
料
自
給
率
中
心
の
目

標
見

直
し
、
地

域
の
実

情
に
応

じ
た
大

規
模

化
、
「
攻

め
」
と
「
守

り
」
を
意

識
し
た
政

策
展

開
。

【
事
例
】
生
産
能
力
が
低
い
農
地
で
も
1
0
ｈ
ａ
以
上
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
農
転
の
国
と
の
相
談
・
協
議
に
約
５
年
を
経
過

【
事
例
】
埋
立
地
に
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
設
置
す
る
際
に
、
埋
立
地
の
用
途
変
更
に
半
年
以
上
国
と
協
議
。

【
事

例
】
企

業
も
農

転
協

議
の
コ
ス
ト
を
忌
避

し
て
お

り
、
土
地
を
紹

介
し
て
も
拒
否
。
結

果
、
国
内
で
は
立

地
が
困

難
に
。

効
果

（
１
）

「
機
動
的
」
「
低
コ
ス
ト
」
「
ス
ピ
ー
ド
」
の
３
拍

子
で
、
国

内
投
資
を
誘
発

、
立
地
競
争
力
向
上

（
２
）

「
農

業
」
と
「
企

業
立

地
」
の
両

立
・
成

長
で
、
地

域
の
雇

用
・
所

得
の
増

大
⇒

地
域

間
格

差
の
是

正
に
も
寄

与

９

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
、
国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
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４
自
治
体
の
職
業
紹
介
権
限
強
化
、
現
状
の
弊
害
を
除
去
。
人
材
確
保
で
成
長
を
後
押
し
。

（
１
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
地

方
移

管
を
検

証
す
る
た
め
、
「
特

区
」
（
佐

賀
、
埼

玉
）
と
「
一

体
的

取
組

」
に

よ
る
国

と
地

方
の
連

携
が
実

施
中

。

（
２
）

都
道

府
県

も
無

料
職

業
紹

介
（
Ｕ
ＩＪ
タ
ー
ン
、
企

業
誘

致
向

け
等

）
を
実

施
し
て
い
る
が
、
国

の

シ
ス
テ
ム
・
端

末
を
利

用
で
き
な
い
た
め
、
紹

介
で
き
る
企

業
情

報
等

に
限

界
。

（
３
）

産
業

構
造

の
変

化
に
合

わ
せ
た
就

労
支

援
に
向

け
て
、
地

方
自

治
体

の
職

業
紹

介
権

限
を
強

化
す
る
必

要
が
あ
る
。

現
状
と
課
題

目
標

早
急
に
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
勧
告
に
沿
っ
て
、
自
治
体
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
で
国

の
シ
ス
テ
ム
・
端

末
を
利

用
可

能
に
。
地

方
移

管
に
向

け
た
取

り
組

み
を
前

進
。

中
小

企
業

支
援

に
関

す
る
事

務
権

限
も
移

譲
し
、
産

業
支

援
と
雇

用
行

政
を
一

体
的

に
実

施
。

効
果

（
１
）

成
長

産
業

へ
の
労

働
力

移
動

に
、
地

方
自

治
体

の
力

を
最

大
限

活
用

（
２
）

地
方

自
治

体
の
職

業
紹

介
権

限
を
強

化
す
る
こ
と
で
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
が
向

上
（
３
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
自
治
体
、
ま
た
自
治
体
相
互
が
同
じ
情
報
を
持
っ
た
う
え
で
、
職
業
相
談
、

職
業

紹
介

の
対

人
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
切

磋
琢

磨
、
行

政
効

率
化

に
寄

与

１
０

国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
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５
地
域
交
通
に
関
す
る
自
治
体
の
責
務
を
強
化
し
、
移
動
手
段
の
確
保
を
。

（
１
）

運
輸

局
が
所

管
す
る
地

域
交

通
は
、
自

治
体

と
の
関

係
が
希

薄
。

（
２
）

地
域

に
よ
っ
て
は
、
不

採
算

バ
ス
路

線
の
撤

退
な
ど
、
住

民
の
移

動
手

段
の
確

保
が
課

題
。

（
３
）

「
住

民
の
移

動
手

段
を
確

保
す
る
」
視

点
か
ら
の
地

方
へ
の
権

限
移

譲
が
必

要
。

現
状
と
課
題

目
標

運
輸

局
の
事

務
権

限
を
地

方
自

治
体

へ
移

譲
し
、
地

域
で
判

断
で
き
る
裁

量
を
拡

大

※
事

例
は
、
自
治
体
・
民
間
か
ら
特
区
提
案
が
さ
れ
て
い
る
が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
も
の

【
事

例
】コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
あ
っ
て
も
定
員

11
人
以
上
の
場
合
に
は
車
両
に
旅
客
運
送
業
の
性
能
基
準
を
求
め
ら
れ
る

【
事

例
】
2
点
間
の
近
距
離
観
光
タ
ク
シ
ー
で
は
定
額
料
金
を
導
入
で
き
ず
、
観
光
客
の
利
便
性
、
業
界
の
活
性
化
に
支
障

【
事

例
】
自

家
用

有
償
運

送
の
実

施
主
体

は
、
法

人
格

を
有
す
る
団
体

に
限

ら
れ
、
地

域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組

織
は
実

施
で
き
な
い

【
事

例
】
自
家
用
無
償
運
送
で
受
領
で
き
る
実
費
に
、
車
両
償
却
費
、
保
険
料
等
が
含
ま
れ
ず
、
維
持
経
費
の
捻
出
が
困
難

効
果

（
１
）

運
輸

局
の
判

断
か
ら
自

治
体

の
判

断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
、
現

場
で
の
課

題
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
に

解
決

（
２
）

地
域

に
お
け
る
移

動
手

段
の
確

保
に
向

け
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
会

社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
役

割
分

担
（
す

み
わ
け
）
の
「
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
」
を
地
域
で
確
立 １
１

国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲



C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

Sa
ga

 P
re

fe
ct

ur
e.

 A
ll R

ig
ht

s R
es

er
ve

d.

６
教
育
委
員
会
選
択
制
の
導
入
に
よ
り
、
自
治
体
の
責
任
で
大
胆
な
人
材
育
成
を
。

（
１
）

教
育

委
員

会
制

度
は
、
首

長
と
委

員
会

の
関

係
、
委

員
長

と
教

育
長

の
関

係
な
ど
、
責

任

分
担
が
不
明
確
な
制
度

（
２
）

意
欲
的
・
挑
戦
的
な
取
組
に
は
不
向
き
な
仕
組
み

（
３
）

首
長

、
教

育
委

員
会

の
誰

が
責

任
を
も
つ
仕

組
み
と
す
る
か
、
自

治
体

が
選

択
（
＝

議
会

の
議

決
で
決
定
）
す
る
仕
組
み
が
必
要
。

現
状
と
課
題

目
標

地
方

分
権

改
革

推
進

委
員

会
勧

告
に
沿

っ
て
、
教

育
委

員
会

の
設

置
の
可

否
、
委

員
会

内
に
お
け
る

権
限
配
分
を
、
自
治
体
が
責
任
を
も
っ
て
決
定
で
き
る
仕
組
み
（
教
育
委
員
会
選
択
制
）
を
導
入
。

効
果

（
１
）

義
務

教
育

の
実

施
主

体
で
あ
る
自

治
体

に
お
け
る
教

育
に
関

す
る
関

心
を
さ
ら
に
高

め
る

（
２
）

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
対
応
し
た
人
材
育
成
な
ど
意
欲
的
・
挑
戦
的
な
取
組
も
、
責
任
体
制
が

明
確
と
な
っ
た
新

し
い
仕
組
み
の
下
で
可
能
に
。

１
２

必
置
規
制
の
見
直
し



第三次一括法案の閣議決定を受けて 

 

平成２５年４月１２日 

全 国 知 事 会 

 

 本日、政府は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律案（第三次一括法案）」を閣議決定

した。 

 

本法律案は、義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲を内

容とし、地方が自らの判断と責任において、住民や地域のニーズに応じた

施策を推進することができる真の分権型社会の実現のために不可欠なも

のであり、今後国会において審議が尽くされ、早期に成立することを強く

期待するものである。 

 

 また、本日、新藤地方分権改革担当大臣の下に設置された地方分権改革

有識者会議の第１回会合が開催されるが、政府が地方分権改革をさらに着

実に推進していくものと期待したい。 

 

 本会においても、真の分権型社会の実現に向け、その覚悟を持ち、引き

続き全力を尽くす所存である。 
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